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令和３年１１月３０日 

 



令和３年第５回中津川市議会（定例会）議案目次 

 

議第９９号 中津川市税条例の一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・４ 

議第１００号 中津川市都市計画税条例の制定について・・・・・・・・・・・・・４３ 

議第１０１号 中津川市土地開発基金条例の廃止について・・・・・・・・・・・・５０ 

議第１０２号 

 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に 

関する法律に係る中津川市固定資産税の特例に関する条例の 

一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

議第１０３号 

 

中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正 

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

議第１０４号 

 

中津川市認定こども園の設置等に関する条例の一部改正に 

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

議第１０５号 中津川市国民健康保険条例の一部改正について・・・・・・・・・・５８ 

議第１０６号 市道路線の認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

議第１０７号 市道路線の認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

議第１０８号 市道路線の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

議第１０９号 市道路線の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

議第１１０号 市道路線の廃止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

議第１１１号 指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

議第１１２号 指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

議第１１３号 指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 



 

 

議第１１４号 指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 



  

議第９９号 

 

中津川市税条例の一部改正について 

中津川市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児  

 

提 案 説 明 

地方税法の一部改正に伴い、及び規定等を整理するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市税条例の一部を改正する条例 

 

中津川市税条例（昭和２６年中津川市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第１５条」を「第２２条」に、「第１６条―第３５条」を「第２３条―第５３条

の１２」に、「第３６条―第６３条」を「第５４条―第７９条」に、「第６４条―第７３条」

を「第８０条―第９１条」に、「第７４条―第８４条」を「第９２条―第１０２条」に、「第

８５条―第１１７条」を「第１０３条―第１３０条」に、「第１１８条―第１２７条の７」

を「第１３１条―第１４０条の７」に、「第１２８条―第１３７条」を「第１４１条―第１

５１条」に改め、「第２節 都市計画税（第１３８条―第１４２条）」を削る。 

第１条中「定が」を「定めが」に改める。 

第２条の見出しを「（定義）」に改め、同条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とし、同条第４号中「規則」を「、規則」に、「によって」を「により」に、「納

税すべき」を「納付すべき」に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号中「によって、

特別徴収義務者の」を「により特別徴収義務者の」に改め、同号を同条第４号とする。 

第４条第１項中「第３条」の次に「又は第４条」を加える。 

第６条中「条例実施」を「条例の実施」に改める。 

第７条の見出し中「課税洩」を「課税漏れ」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「課

税洩」を「課税漏れ」に、「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に改め、「市民

税の」を削り、「金額」を「全額」に改める。 

第８条第１項中「法第１５条第３項」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下

「法」という。）第１５条第３項」に改め、同項ただし書中「徴収の猶予」を「同条第１項

若しくは第２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又

は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（以下この節において「徴収の猶

予期間の延長」という。）」に改め、同条第２項中「同条第１項若しくは第２項の規定によ

る徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又は同条第４項の規定による

徴収の猶予をした期間の延長（次項及び第４項において「徴収の猶予期間の延長」という。）」

を「徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長」に改める。 

第３章第２節を削る。 

第１３７条を第１５１条とし、第１３６条を第１５０条とし、第１３５条を第１４９条

とする。 
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第１３４条中「法第７０１条の１２又は法」を「第７０１条の１２又は」に改め、同条

を第１４８条とする。 

第１３２条及び第１３３条を削る。 

第１３１条第２項中「当該」を削り、同条を第１４５条とし、同条の次に次の２条を加

える。 

第１４６条及び第１４７条 削除 

第１３０条の２を第１４４条とする。 

第１３０条中「１５０円」を「、１５０円」に改め、同条を第１４３条とする。 

第１２９条中「入湯税」を「、入湯税」に改め、同条を第１４２条とし、第１２８条を

第１４１条とする。 

第１２７条の７中「第１２７条の２」を「第１４０条の２」に、「第１１８条から第１２

７条まで」を「第１３１条から第１４０条まで」に、「第１１８条第１項及び」を「第１３

１条第１項及び」に、「第１２１条から第１２５条まで」を「第１３４条から第１３７条ま

で」に、「第１２６条第１項」を「第１３９条第１項」に、「第１１８条第４項」を「第１

３１条第４項」に、「第１１８条第１項の土地の所有者等」を「第１３１条第１項の土地の

所有者又は取得者」に、「第１２６条第２項及び第１２７条第２項」を「第１３９条第２項

及び第１４０条第２項」に改め、第２章第６節中同条を第１４０条の７とし、第１２７条

の６を第１４０条の６とする。 

第１２７条の５中「当該年度分の課税標準」を「当該年度分の固定資産税の課税標準」

に、「第１２４条第１号」を「第１３７条第１号」に改め、同条を第１４０条の５とし、第

１２７条の４を第１４０条の４とし、第１２７条の３を第１４０条の３とする。 

第１２７条の２中「本節」を「この節」に改め、同条を第１４０条の２とする。 

第１２７条の見出し中「不足税額」を「不足税額等」に改め、同条第１項中「第６０７

条」の次に「、第６０９条又は第６１０条」を加え、「不足税額を当該通知書に」を「不足

税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の」に改

め、同条第２項中「本項」を「この項」に改め、同条を第１４０条とする。 

第１２６条の３第１項中「市長は」を「市長は、」に改め、「ことができる」を削り、同

項第１号中「ため」を「ために」に改め、同項第２号中「わたり」を「わたる」に、「著し

く」を「、著しく」に改め、同条第２項中「次」を「、次」に改め、同条を第１３９条の

３とし、第１２６条の２を第１３９条の２とする。 
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第１２６条第１項中「当該」を「、当該」に改め、同条第２項中「第１２７条」を「第

１４０条」に改め、「応じ、」の次に「当該税額に」を加え、同条を第１３９条とし、第１

２５条を第１３８条とする。 

第１２４条中「当該各号」を「、当該各号」に改め、同条第１号中「第１２２条」を「第

１３５条」に改め、同条第２号中「同条第２項第２号」を「、同条第２項第２号」に、「第

１２２条」を「第１３５条」に、「又は第３号に」を「若しくは第３号に」に、「第１１８

条第６項」を「第１３１条第６項」に、「第５４条の３８」を「第５４条の３８第１項」に

改め、同条を第１３７条とする。 

第１２３条中「、その者」を「その者」に、「本条」を「この条」に改め、同条を第１３

６条とし、第１２２条を第１３５条とする。 

第１２１条第２項中「各号の」を「各号に」に改め、同条を第１３４条とする。 

第１２０条第１項中「１０万円」を「、１０万円」に改め、同条第２項中「市長」を「、

市長」に改め、同条を第１３３条とする。 

第１１９条第１項中「住所・居所・事務所」を「住所、居所、事務所」に、「本項」を「こ

の項」に改め、同条を第１３２条とする。 

第１１８条第１項中「（以下本節において、「土地の所有者等」という。）」を削り、同条

第５項中「間、」を「間」に、「特別土地保有税」を「、特別土地保有税」に改め、同条第

６項中「法第３４３条第７項」を「第５４条第７項」に、「同項」を「、同項」に、「第１

１８条第１項の土地の所有者等」を「第１３１条第１項の土地の所有者又は取得者」に改

め、同条を第１３１条とする。 

第９１条から第１１７条までを削る。 

第９０条中「第５３３条、法第５３６条又は法」を「第５３４条、第５３６条又は」に

改め、第２章第５節中同条を第１０８条とし、同条の次に次の２２条を加える。 

第１０９条から第１３０条まで 削除 

第８９条を第１０７条とする。 

第８８条第１項中「本項」を「この項」に、「異動が」を「異動を」に改め、同条を第１

０６条とし、第８７条の２を第１０５条の２とし、第８７条を第１０５条とし、第８６条

を第１０４条とし、第８５条を第１０３条とする。 

第８４条第１項中「第７９条ただし書」を「第９７条ただし書」に、「第７５条第４項た

だし書」を「第９３条第４項ただし書」に改め、第２章第４節中同条を第１０２条とする。 
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第８３条第２項中「第８０条第１項」を「第９８条第１項」に、「年７．３パーセント」

を「、年７．３パーセント」に改め、同条を第１０１条とする。 

第８２条の２第１項中「第８０条第１項」を「第９８条第１項」に改め、同条第３項中

「納期」を「納期限」に改め、同条を第１００条の２とする。 

第８２条中「第８０条第１項」を「第９８条第１項」に改め、同条を第１００条とする。 

第８１条第１項中「市の」を「、市の」に、「第７８条第１項」を「第９６条第１項」に

改め、同条を第９９条とする。 

第８０条第１項中「第７８条第１項」を「第９６条第１項」に、「第７８条第３項」を「第

９６条第３項」に改め、同条第２項中「施行規則」を「、施行規則」に改め、同条第５項

中「第８３条第２項」を「第１０１条第２項」に改め、同条を第９８条とする。 

第７９条ただし書中「第７５条第４項ただし書」を「第９３条第４項ただし書」に改め、

同条を第９７条とする。 

第７８条第２項中「同条第１号」を「同条第１項第１号」に改め、同条第４項中「第７

４条の２」を「第９２条の２」に改め、同条を第９６条とし、第７７条を第９５条とする。 

第７６条第１項中「第７４条の２第１項」を「第９２条の２第１項」に、「第８０条」を

「第９８条」に改め、同条第２項の表を次のように改める。 

区分 重量 

(１) 喫煙用の製造たばこ 

ア 葉巻たばこ 

イ パイプたばこ 

ウ 刻みたばこ 

 

１グラム 

１グラム 

２グラム 

(２) かみ用の製造たばこ ２グラム 

(３) かぎ用の製造たばこ ２グラム 

第７６条第４項中「第３項第１号」を「前項第１号」に、「第７４条」を「第９２条」に

改め、同条を第９４条とし、第７５条の２を第９３条の２とする。 

第７５条第１項中「ときは」を「ときは、」に改め、同条を第９３条とし、第７４条の２

を第９２条の２とし、第７４条を第９２条とする。 

第７３条第１項中「第６９条第１項」を「第８７条第１項」に、「規則で定める様式によ

る申請書」を「標識交付申請書」に改め、同条第２項中「第６５条の３又は第６４条第３

項ただし書」を「第８１条の２又は第８０条第３項ただし書」に、「市長」を「、市長」に、
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「規則で定める様式による申請書」を「標識交付申請書」に改め、同条第３項中「あわせ

て」を「併せて」に改め、同条第５項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条第６項中

「第６９条第３項」を「第８７条第３項」に改め、同条第７項中「若しくは」を「、若し

くは」に改め、同条第８項中「き損し」を「毀損し」に、「ま滅した」を「摩滅した」に、

「のき損」を「の毀損」に改め、第２章第３節中同条を第９１条とする。 

第７２条第１項中「の各号」を削り、同項第１号中「、歩行」を「歩行」に、「、精神に」

を「精神に」に改め、同条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者等又は」に改め、

「の各号」を削り、同項第５号中「附されて」を「付されて」に改め、同条第３項中「納

期限までに市長に対して」を「、納期限までに、市長に対して、」に改め、同条を第９０条

とする。 

第７１条第１項中「の各号」を削り、同項第３号中「前号」を「前２号」に、「あるもの」

を「ある軽自動車等」に改め、同条第２項中「の各号」を削り、「理由」を「事由」に改め、

同条を第８９条とする。 

第７０条第１項中「第６５条の２第１項」を「第８１条第１項」に、「又は報告すべき」

を「、又は報告すべき」に、「理由」を「事由」に改め、同条を第８８条とし、同条の次に

次の１条を加える。 

（種別割の課税免除） 

第８８条の２ 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。 

第６９条第４項中「第６５条の２第１項」を「第８１条第１項」に、「次の各号」を「、

次」に改め、同条を第８７条とし、第６８条を第８６条とし、第６７条の３を第８５条と

し、第６７条の２を第８４条とする。 

第６７条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、特別の事情がある場合には、別に納期を定めることができる。 

第６７条第３項を削り、同条を第８３条とし、第６６条を第８２条とする。 

第６５条の９第１項中「第７２条第１項各号」を「第９０条第１項各号」に改め、同条

を第８１条の８とし、第６５条の８を第８１条の７とし、第６５条の７を第８１条の６と

し、第６５条の６を第８１条の５とし、第６５条の５を第８１条の４とし、第６５条の４

を第８１条の３とし、第６５条の３を第８１条の２とする。 

第６５条の２第１項中「第６４条第１項」を「前条第１項」に改め、同条を第８１条と

する。 
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第６５条を削り、第６４条を第８０条とする。 

第６１条から第６３条までを削り、第２章第２節中第６０条を第７９条とし、第５９条

を第７８条とする。 

第５８条中「市固定資産審査委員会」を「市固定資産評価審査委員会」に改め、同条を

第７７条とし、第５７条を第７６条とする。 

第５６条第１項中「第５５条」を「第７４条」に改め、同条第３項中「納入通知書の」

を「納入通知書に」に、「期限」を「納期限」に改め、同条を第７５条とする。 

第５５条の３中第３号及び第４号を削り、第５号を第３号とし、同条を第７４条の３と

する。 

第５５条の２第１項中「規定を」を「規定の適用を」に改め、同条を第７４条の２とす

る。 

第５５条第１項中「１月１日」を「１月３１日」に改め、「の各号」を削り、同条第２項

中「１月１日」を「１月３１日」に改め、同条を第７４条とする。 

第５４条の３中「定めるところによる」を「規定により徴収するものとする」に改め、

同条を第７３条の３とする。 

第５４条の２中「定めるところによる」を「規定により徴収するものとする」に改め、

同条を第７３条の２とする。 

第５４条中「規則」を「、規則」に改め、同条を第７３条とする。 

第５３条の見出し中「不足額」を「不足税額」に改め、同条第１項中「義務の」を「義

務が」に、「不足額」を「不足税額」に、「本条」を「この条」に改め、同条第２項中「に

ついては」を「の期間については、」に改め、同条を第７２条とし、第５２条を第７１条と

する。 

第５１条中「あわせて」を「併せて」に改め、同条を第７０条とする。 

第５０条の２中「第４８条第３項」を「第６７条第３項」に、「固定資産税の全額」を「固

定資産税額の全額」に改め、「固定資産税額」の次に「及び都市計画税額」を加え、同条を

第６９条とする。 

第５０条第２項中「当該固定資産に係る同法」を「、当該固定資産に係る法」に、「本項」

を「この項」に改め、同条第３項中「固定資産税（以下本項」を「固定資産税額（以下こ

の項」に、「又は法」を「又は」に改め、同条第４項中「あわせて」を「併せて」に改め、

同条を第６８条とする。 
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第４９条及び第４９条の２を削る。 

第４８条第３項中「第５０条第４項」を「次条第４項」に、「合せて」を「併せて」に、

「においては」を「にあっては」に、「前２項」を「、前２項」に、「当該各項」を「、当

該各項」に、「当該固定資産税額」を「、当該固定資産税額」に改め、「ことができる」を

削り、同条第４項中「第５０条第２項」を「次条第２項」に、「納税通知書」を「、納税通

知書」に改め、同条を第６７条とする。 

第４６条及び第４７条を削り、第４５条を第６６条とし、第４４条を第６５条とする。 

第４３条第１項中「本項」を「この項」に改め、同条を第６４条とする。 

第４２条の３第１項中「按分の」を「按
あん

分の」に改め、「の各号」を削り、同条第２項

中「第５５条の２に」を「第７４条の２に」に改め、「の各号」を削り、同項第４号中「第

５５条の２第１項第４号」を「第７４条の２第１項第４号」に改め、同条を第６３条の３

とする。 

第４２条の２第１項中「の各号」を削り、同条を第６３条の２とする。 

第４２条中「及び」を「又は」に改め、同条を第６３条とし、第４１条を第６２条とす

る。 

第４０条の３中「条例」を「市町村の条例」に改め、同条を第６１条の２とする。 

第４０条の２第１項中「並に」を「並びに」に、「経過する」を「経過した」に、「、土

地」を「土地」に改め、同条第２項中「土地課税台帳等に」を「土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等に」に改め、同項ただし書中「為」及び「ため」を「ため、」に改め、「基準年

度の価格」の次に「に比準する価格」を加え、同条第３項中「は当該土地」を「は、当該

土地」に、「同項ただし書」を「、同項ただし書」に、「当該価格」を「、当該価格」に、

「本項」を「この項」に改め、同項ただし書中「これに」を「これらに」に、「固定資産の」

を「固定資産税の」に改め、同条第５項ただし書中「第２年度の固定資産」を「、第２年

度の固定資産税」に、「事が」を「ことが」に改め、「場合においては」の次に「、当該土

地又は家屋に対して課する第３年度の固定資産税の課税標準は」を加え、同条第６項中「固

定資産の」を「固定資産税の」に改め、「価格」の次に「に比準する価格」を加え、同条第

８項中「及び」を「又は」に改め、同条第９項中「第５５条」を「第７４条」に、「当該」

を「、当該」に改め、同条を第６１条とする。 

第３８条から第４０条までを削る。 

第３７条中「当該」を「、当該」に改め、同条を第６０条とし、第３６条の６を第５９
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条とする。 

第３６条の５中「第２号及び第４号」を「第２号及び第３号」に、「第３号」を「同号」

に、「、市長」を「市長」に改め、第３号を削り、第４号を第３号とし、同条に次の１号を

加える。 

(４) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途 

第３６条の５を第５８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

第５８条の２ 法第３４８条第２項第１１号の５の固定資産について同項本文の規定の適

用を受けようとする者は、土地については第１号に、家屋については第２号及び第３号

に、償却資産については同号及び第４号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し

なければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しない

ものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていること

を証明する書面を添付しなければならない。 

(１) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(３) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期 

(４) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途 

第３６条の４中「第３号及び第５号」を「第３号及び第４号」に、「第４号」を「同号」

に改め、同条第２号中「若しくは」を「又は」に改め、同条第４号を削り、同条第５号を

同条第４号とし、同条に次の１号を加える。 

(５) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途 

第３６条の４を第５７条とする。 

第３６条の３中「第４号及び」を「同号及び」に、「が幼稚園」を「で幼稚園」に改め、

同条を第５６条とする。 

第３６条の２の前の見出しを削り、同条を第５５条とし、同条の前に見出しとして「（固

定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告）」を付する。 

第３６条第２項中「同様とする」を「同じ」に、「この場合において」を「この場合にお

いて、」に改め、同条第６項中「、当該施行者」を「当該施行者」に、「。（以下」を「（以

下この項において」に、「保留地に係る第１項」を「保留地に係る同項」に改め、同条第７

項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に、「家屋の所有者」を「当該家屋

の所有者」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項の次に次の１項を加える。 

-12-



  

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第１項の規定により使用する埋

立地若しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」という。）又は国が埋立て若しく

は干拓により造成する埋立地等（同法第４２条第２項の規定による通知前の埋立地等に

限る。以下この項において同じ。）で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様

の状態で使用されているもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているも

のを除く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等の

うち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区（以下この項

において「都道府県等」という。）以外の者が同法第２３条第１項の規定により使用する

埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第１項の

所有者とみなし、都道府県等が同条第１項の規定により使用し、又は国が埋立て若しく

は干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府

県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者（土地改

良法第８７条の２第１項の規定により国又は都道府県が行う同項第１号の事業により造

成された埋立地等を使用する者で令第４９条の３に規定するものを除く。）をもって当該

埋立地等に係る第１項の所有者とみなすことができる。 

第３６条を第５４条とする。 

第３５条を削る。 

第３４条の１２第１項中「第３４条の８第２項」を「第５３条の８第２項」に、「第３４

条の３及び第３４条の４」を「第５３条の３及び第５３条の４」に、「、当該」を「当該」

に、「第３４条の７」を「第５３条の７」に、「第３４条の５」を「第５３条の５」に、「第

３０条から第３２条まで」を「、第４０条から第４３条まで」に、「適用しない」を「、適

用しない」に改め、同条第２項中「、第３４条の７」を「第５３条の７又は第５３条の７

の２において準用する第４６条の２」に、「その」を「、その」に、「本項」を「この項」

に、「延滞金」を「延滞金額」に改め、第２章第１節中同条を第５３条の１２とする。 

第３４条の１１中「、第３２８条の１２」を「第３２８条の１２」に改め、同条を第５

３条の１１とする。 

第３４条の１０第１項中「１０万円」を「、１０万円」に改め、同条を第５３条の１０

とする。 

第３４条の９第１項中「者は」を「ものは」に、「施行規則」を「、施行規則」に、「市

長」を「、市長」に改め、同条を第５３条の９とする。 
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第３４条の８第１項中「前条」を「第５３条の７」に、「当該」を「、当該」に改め、同

項第１号中「第３４条の１０第１項」を「第５３条の１０第１項」に、「にその」を「に、

その」に、「第３４条の３及び第３４条の４」を「第５３条の３及び第５３条の４」に改め、

同項第２号中「第３４条の３及び第３４条の４」を「第５３条の３及び第５３条の４」に

改め、同条第２項中「前条」を「第５３条の７」に、「第３４条の３及び第３４条の４」を

「第５３条の３及び第５３条の４」に改め、同条を第５３条の８とする。 

第３４条の７の２中「第３２条の５の２」を「第４６条の２」に、「第３２条の５の５」

を「第４６条の５」に、「第３２条の４第１項」を「第４５条第１項」に、「第３４条の６」

を「第５３条の６」に、「第３２条の５の４」を「第４６条の４」に、「第３４条の７の２」

を「第５３条の７の２」に、「第３２条の５に」を「第４６条に」に、「第３４条の７の規

定」を「第５３条の７の規定」に改め、同条を第５３条の７の２とする。 

第３４条の７中「退職手当等の」を「、退職手当等の」に、「施行規則第５号の８様式又

は施行規則第２条第４項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式」を「、施行規則第

５号の８様式」に改め、同条を第５３条の７とする。 

第３４条の６中「当該」を「、当該」に改め、「（法人でない社団又は財団で代表者又は

管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。）」を削り、同条を第５３条の６とし、第３４

条の５を第５３条の５とし、第３４条の４を第５３条の４とし、第３４条の３を第５３条

の３とする。 

第３４条の２中「、その」を「その」に、「第２６条、第２６条の４及び第２９条」を「、

第３３条、第３４条の３及び第３７条」に、「第３４条の１２までの」を「第５３条の１２

までに」に改め、同条を第５３条の２とする。 

第３４条第１項中「認められるもの」を「認めるもの」に改め、同項第５号中「前各号」

の次に「に掲げる者」を加え、「もの」を「者」に改め、同条第２項中「次」を「、次」に

改め、同条を第５１条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金） 

第５２条 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第１項の規定により法人税に係る

申告書を提出する義務がある法人で同法第７５条の２第１項の規定の適用を受けている

ものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得

に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均

等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の
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翌日以後２月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限まで

の期間の日数に応じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付しなければならない。 

２ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に

規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告

書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第１項の法人税額

の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）

から第５２条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

３ 第５０条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４

８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」と

あるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第

５２条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より

前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替え

るものとする。 

４ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ

る法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間

に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）は、当該申告書に係る連

結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得（同法第２条第１８

号の４に規定する連結所得をいう。）に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課

税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合

には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経

過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応

じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

５ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同

-15-



  

条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に

規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告

書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第４項の連結法人

税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、

同日）から第５２条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

６ 第５０条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４

８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」と

あるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第

５２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み

替えるものとする。 

第５３条 削除 

第３３条を削る。 

第３２条の９第３項及び第４項中「詐偽」を「偽り」に改め、同条を第５０条とし、第

３２条の８を第４９条とする。 

第３２条の７第５項中「延滞金」を「延滞金額」に改め、同条第６項中「詐偽」を「偽

り」に、「ときは当該」を「ときは、当該」に改め、同条第７項中「詐偽」を「偽り」に改

め、同条第８項中「第３３条第１項」を「第５２条第１項」に、「算出した」を「算定した」

に、「第１１条の２」を「第１８条の２」に改め、同条第９項中「第３２条の９第３項」を

「第５０条第３項」に、「第３３条第４項」を「第５２条第４項」に、「第１１条の２」を

「第１８条の２」に改め、同条第１４項中「申告書」を「申請書」に改め、同条第１６項

及び第１７項中「適用しない」を「、適用しない」に改め、同条を第４８条とする。 

第３２条の６の６第１項中「第３０条第１項」を「第４０条第１項」に改め、同条を第

４７条の６とする。 

第３２条の６の５第１項中「第３２条の３第１項」を「第４４条第１項」に改め、同条

第２項中「第３２条の６の２第１項」を「第４７条の２第１項」に、「第３２条の６の３」
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を「第４７条の３」に、「第３２条の６の５第１項」を「第４７条の５第１項」に改め、同

条第３項中「第３２条の６の３」を「第４７条の３」に、「第３２条の６の５第１項」を「第

４７条の５第１項」に改め、同条を第４７条の５とし、第３２条の６の４を第４７条の４

とし、第３２条の６の３を第４７条の３とする。 

第３２条の６の２第１項中「第３２条の３第１項」を「第４４条第１項」に、「第３２条

の６の５」を「第４７条の５」に改め、同条第２項中「第３０条第１項」を「第４０条第

１項」に改め、同条を第４７条の２とする。 

第３２条の６第１項中「第３０条第１項」を「第４０条第１項」に改め、同条を第４７

条とする。 

第３２条の５の５中「第３２条の５の２」を「第４６条の２」に、「第３２条の５に」を

「第４６条に」に改め、同条を第４６条の５とする。 

第３２条の５の４中「第３２条の５の２」を「第４６条の２」に改め、同条を第４６条

の４とし、第３２条の５の３を第４６条の３とする。 

第３２条の５の２中「第３２条の４第１項」を「第４５条第１項」に、「第３２条の５の

４」を「第４６条の４」に改め、同条を第４６条の２とする。 

第３２条の５第１項中「法第３２１条の５の規定による月割額を徴収し、その」を「月

割額を徴収した月の」に改め、同条第２項を削り、同条を第４６条とする。 

第３２条の４第１項中「ある者」を「あるもの」に、「支払い」を「支払」に改め、同条

第２項中「２人」を「２」に改め、同条を第４５条とする。 

第３２条の３第１項中「の各号」を削り、「もの」を「者」に改め、同項第２号中「者」

を「もの」に改め、同条第２項中「当該給与所得」を「、当該給与所得」に改め、同項た

だし書中「第２８条の２第１項」を「第３６条の２第１項」に改め、同条第３項中「給与

者」を「給与所得者」に、「当該特別徴収」を「、当該特別徴収」に改め、同条第４項中「第

３２条の６の２第１項」を「第４７条の２第１項」に改め、同条第５項中「給与の支払を

するもの」を「給与の支払をする者」に、「支払い」を「支払」に改め、同条を第４４条と

する。 

第３２条の２の見出し中「賦課後」を「賦課額」に、「これ」を「これら」に改め、同条

第１項中「修正申告等」を「修正申告書」に、「、若しくは」を「、又は」に、「既に第２

７条第１号ただし書」を「、既に第３５条第１号ただし書」に、「第２８条」を「第３６条」

に改め、同条第２項中「第３０条」を「第４０条」に改め、同条第３項中「起因して、第
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３０条」を「基因して、第４０条」に、「不足額」を「不足税額」に改め、同条第４項第１

号中「第３０条」を「第４０条」に改め、同条を第４３条とする。 

第３２条中「あわせて」を「併せて」に改め、同条を第４２条とする。 

第３１条の見出し中「市民税」を「個人の市民税」に改め、同条中「第３２条の６第１

項又は第３２条の６の６第１項」を「第４７条第１項又は第４７条の６第１項」に、「徴収

されないことになった」を「徴収する場合にあっては、特別徴収の方法によって徴収され

ないこととなった」に改め、同条を第４１条とする。 

第３０条第２項中「特別」を「、特別」に改め、同条を第４０条とし、第２９条の３を

第３９条とする。 

第２９条の２の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「第３２条の３、

第３２条の６の２第１項、第３２条の６の５又は第３４条の５」を「第４４条、第４７条

の２第１項、第４７条の５又は第５３条の５」に改め、同条を第３８条とし、第２９条を

第３７条とする。 

第２８条の４第１項中「第２８条の２第１項」を「第３６条の２第１項」に、「同条第９

項若しくは第１０項」を「同条第８項若しくは第９項」に、「申告しなかった」を「申告を

しなかった」に改め、同条第２項中「市長」を「、市長」に改め、同条を第３６条の４と

する。 

第２８条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者に限る」

に改め、同条を第３６条の３の３とする。 

第２８条の３の２第４項中「第３４条の９第３項」を「第５３条の９第３項」に改め、

同条を第３６条の３の２とする。 

第２８条の３第１項中「第１６条第１項第１号」を「第２３条第１項第１号」に、「本条」

を「この条」に、「本節」を「この節」に改め、同項ただし書中「この限りでない」を「、

この限りでない」に改め、同条第２項中「、法」を「法」に、「附記された」を「付記され

た」に改め、同条第３項中「附記しなければ」を「付記しなければ」に改め、同条を第３

６条の３とする。 

第２８条の２の前の見出しを削り、同条第１項中「第１６条第１項第１号」を「第２３

条第１項第１号」に、「施行規則第５号の４様式（別表）」を「、施行規則第５号の４様式

（別表）」に改め、同項ただし書中「第２６条の８第１項（同項第６号に掲げる寄附金（特

定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規
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定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同じ。）に係る部

分を除く。）」を「第３４条の７第１項」に、「第１７条第２項」を「第２４条第２項」に改

め、同条第４項中「又は施行規則」を「又は」に改め、同条第６項を削り、同条第７項中

「第５項」を「前項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「第１６条第１項第

１号」を「第２３条第１項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「第１

６条第１項第２号」を「第２３条第１項第２号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第

１０項中「第１６条第１項第３号」を「第２３条第１項第３号」に、「ことに」を「ことと」

に、「２０日」を「３０日」に、「、その他」を「その他」に改め、同項を同条第９項とし、

同条を第３６条の２とし、同条の前に見出しとして「（市民税の申告）」を付する。 

第２８条中「個人の」を削り、「定を」を「定めを」に改め、同条を第３６条とする。 

第２７条の前の見出しを削り、同条中「第１６条第１項第１号」を「第２３条第１項第

１号」に、「、所得割」を「所得割」に改め、「の各号」を削り、「第２６条第１項」を「第

３３条第１項」に改め、同条第１号中「申請書」を「申告書」に改め、同条を第３５条と

し、同条の前に見出しとして「（所得の計算）」を付する。 

第２６条の１０第１項中「第２６条第４項」を「第３３条第４項」に、「第２６条の４」

を「第３４条の３」に改め、同条を第３４条の９とする。 

第２６条の９中「課せられた」を「課された」に、「第２６条の４」を「第３４条の３」

に改め、同条を第３４条の８とする。 

第２６条の８第１項中「金銭」の次に「（第１号から第８号まで及び第１０号に掲げるも

のにあっては県内に主たる事務所を有する法人若しくは団体又は市内に事務所若しくは施

設を有する法人若しくは団体で市長が別に定めるものに対する寄附金に、第９号に掲げる

ものにあっては岐阜県知事又は岐阜県教育委員会の許可を受けた特定公益信託に対する金

銭に限る。）」を加え、「第２６条の４」を「第３４条の３」に改め、同項各号を次のように

改める。 

(１) 所得税法第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 

(２) 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号に規定する独立行

政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、

当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(３) 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政法人に対する寄附

金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目
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的である業務に関連するものに限る。） 

(４) 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄附金（法第３１４条

の７第１項第２号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかな

ものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(５) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団法人（所

得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５５号）附則第１３条第２

項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第２１

７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）に対する寄附金（出資に

関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業

務に関連するものに限る。） 

(６) 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対する寄附金（出資に関

する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務

に関連するものに限る。） 

(７) 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に対する寄附金（法第

３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが

明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(８) 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人に対する寄附金（出資

に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である

業務に関連するものに限る。） 

(９) 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出し

た金銭 

(１０) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項に規定

する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認めら

れるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。） 

第２６条の８を第３４条の７とする。 

第２６条の７中「第２６条の４の」を「第３４条の３の」に改め、同条第１号中「第２

６条の４第２項」を「第３４条の３第２項」に改め、同条を第３４条の６とし、第２６条

の６を第３４条の５とし、第２６条の５を第３４条の４とし、第２６条の４を第３４条の

３とする。 

第２６条の３中「同条第２項」を「、同条第２項」に改め、同条を第３４条の２とし、
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第２６条の２を第３４条とする。 

第２６条第３項中「第２６条の１０」を「第３４条の９」に改め、同条第４項第１号中

「第２８条の２第１項」を「第３６条の２第１項」に改め、同項第２号中「第２８条の３

第１項」を「第３６条の３第１項」に改め、同条第５項中「第２６条の１０」を「第３４

条の９」に改め、同条第６項第１号中「第２８条の２第１項」を「第３６条の２第１項」

に改め、同項第２号中「第２８条の３第１項」を「第３６条の３第１項」に改め、同条を

第３３条とし、第２５条を第３２条とする。 

第２４条第１項中「第１６条第１項第１号」を「第２３条第１項第１号」に改め、同条

第２項中「第１６条第１項第３号」を「第２３条第１項第３号」に改め、同項の表を次の

ように改める。 

法人の区分 税率 

(１) 次に掲げる法人 年額 ５万円 

ア 法人税法第２条第５号の公共法人及び法第２

９４条第７項に規定する公益法人等のうち、法

第２９６条第１項の規定により均等割を課する

ことができないもの以外のもの（法人税法別表

第２に規定する独立行政法人で収益事業を行う

ものを除く。） 

  

イ 人格のない社団等   

ウ 一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２

条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。

以下この号において同じ。）に該当するものを除

く。）及び一般財団法人（非営利型法人に該当す

るものを除く。） 

  

エ 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定

する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資

金の額を有しないもの（アからウまでに掲げる

法人を除く。） 

  

オ 資本金等の額（法第２９２条第１項第４号の   
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５に規定する資本金等の額をいう。以下この表

及び第４項において同じ。）を有する法人（法人

税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事

業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。

以下この表及び第４項において同じ。）で資本金

等の額が１，０００万円以下であるもののうち、

市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者

（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を

有する給与の支給を受けることとされる役員を

含む。）の数の合計数（次号から第９号までにお

いて「従業者数の合計数」という。）が５０人以

下のもの 

(２) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１，０００万円以下であるもののうち、従業者数

の合計数が５０人を超えるもの 

年額 １２万円 

(３) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１，０００万円を超え１億円以下であるもののう

ち、従業者数の合計数が５０人以下であるもの 

年額 １３万円 

(４) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１，０００万円を超え１億円以下であるもののう

ち、従業者数の合計数が５０人を超えるもの 

年額 １５万円 

(５) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１億円を超え１０億円以下であるもののうち、従

業者数の合計数が５０人以下であるもの 

年額 １６万円 

(６) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１億円を超え１０億円以下であるもののうち、従

業者数の合計数が５０人を超えるもの 

年額 ４０万円 

(７) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１０億円を超えるもののうち、従業者数の合計数

年額 ４１万円 
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が５０人以下であるもの 

(８) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

１０億円を超え５０億円以下であるもののうち、

従業者数の合計数が５０人を超えるもの 

年額 １７５万円 

(９) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が

５０億円を超えるもののうち、従業者数の合計数

が５０人を超えるもの 

年額 ３００万円 

第２４条第３項中「１月に満たないとき」を「、１月に満たないとき」に改め、同条第

４項中「法人」の次に「（保険業法に規定する相互会社を除く。）」を加え、同条を第３１条

とする。 

第２０条から第２３条までを削る。 

第１９条第１項中「申告しなかった」を「申告をしなかった」に改め、同条第２項中「に

因り」を「により」に改め、同条を第２６条とし、同条の次に次の４条を加える。 

第２７条から第３０条まで 削除 

第１８条を第２５条とする。 

第１７条第１項中「第３４条の２」を「第５３条の２」に、「、課さない」を「課さない」

に改め、同条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親

族に限る。以下この項において同じ。）」を加え、「均等割を」を「、均等割を」に改め、同

条を第２４条とする。 

第１６条第１項第４号中「、その他」を「その他」に改め、「、当該」を削り、同条第３

項中「第２４条第２項の表の第１号」を「第３１条第２項の表第１号」に、「この節（第３

２条の７第１０項」を「、この節（第４８条第１０項」に改め、同条を第２３条とする。 

第１章第２節中第１５条を第２２条とし、第１４条を第２１条とする。 

第１３条中「第３２条の２第２項、第３２条の７第５項、第３２条の９第２項、第３３

条第１項及び第４項、第３４条の１２第２項、第５３条第２項、第８０条第５項、第８３

条第２項、第１２６条第２項並びに第１２７条第２項」を「第４３条第２項、第４８条第

５項、第５０条第２項、第５２条第１項及び第４項、第５３条の１２第２項、第７２条第

２項、第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２項並びに第１４０条第２項」

に、「閏
じゅん

年」を「閏
じゆん

年」に改め、同条を第２０条とする。 

第１２条の見出し中「又は納入する」を「、又は納入する」に改め、同条中「第３０条、
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第３２条の５、第３２条の５の２若しくは第３２条の５の５（第３４条の７の２」を「第

４０条、第４６条、第４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２」に、「第３２

条の６の４第１項（第３２条の６の５第３項」を「第４７条の４第１項（第４７条の５第

３項」に、「第３２条の７第１項」を「第４８条第１項」に、「第３４条の７、第４８条、

第６５条の７第１項、第６７条第２項、第８０条第１項若しくは第２項、第８４条第２項、

第８７条、第１２６条第１項又は第１３１条第３項」を「第５３条の７、第６７条、第８

１条の６第１項、第８３条第２項、第９８条第１項若しくは第２項、第１０２条第２項、

第１０５条、第１３９条第１項又は第１４５条第３項」に、「以下第１号」を「第１号」に、

「年７．３パーセント」を「、年７．３パーセント」に改め、同条第１号中「第３０条、

第３２条の５、第３２条の５の２若しくは第３２条の５の５、第３２条の６の４第１項、

第３４条の７、第４８条、第６７条第２項、第８４条第２項、第８７条又は第１３１条第

３項」を「第４０条、第４６条、第４６条の２若しくは第４６条の５、第４７条の４第１

項、第５３条の７、第６７条、第８３条第２項、第１０２条第２項、第１０５条又は第１

４５条第３項」に改め、同条第２号中「第６５条の７第１項」を「第８１条の６第１項」

に、「第８０条第１項」を「第９８条第１項」に、「第１２６条第１項」を「第１３９条第

１項」に改め、同条第３号中「第６５条の７第１項」を「第８１条の６第１項」に、「第８

０条第１項」を「第９８条第１項」に、「第１２６条第１項」を「第１３９条第１項」に、

「、その」を「その」に改め、同条第４号中「法第６０３条第３項又は法第６０３条の２

第５項」を「第６０３条第３項又は第６０３条の２第５項」に改め、同条を第１９条とす

る。 

第１１条の４ただし書中「手数料を徴しない」を「、手数料を徴収しない」に改め、同

条を第１８条の４とする。 

第１１条の３中「理由」を「事由」に改め、同条を第１８条の３とする。 

第１１条の２第１項中「本条中」を「この条において」に改め、同条を第１８条の２と

する。 

第１１条中「第２条」を「第２条第２項」に改め、同条を第１８条とする。 

第１０条の３中「第１６条」を「第１６条第１項ただし書」に改め、同条を第１３条と

し、同条の次に次の４条を加える。 

第１４条から第１７条まで 削除 

第１０条の２第２項ただし書中「徴収の猶予」を「法第１５条の６第１項の規定による
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換価の猶予又は同条第３項において準用する法第１５条第４項の規定による換価の猶予を

した期間の延長」に改め、同条を第１２条とする。 

第１０条第１項ただし書中「徴収の猶予」を「法第１５条の５第１項の規定による換価

の猶予又は同条第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定による換価の

猶予をした期間の延長」に改め、同条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

第１０条 削除 

附則中第３条を第２条の２とし、第４条を第３条とする。 

附則第４条の２第１項中「第１２条、第３２条の２第２項、第３２条の７第５項、第３

２条の９第２項、第３４条の１２第２項、第５３条第２項、第８０条第５項、第８３条第

２項、第１２６条第２項（第１２７条の７」を「第１９条、第４３条第２項、第４８条第

５項、第５０条第２項、第５３条の１２第２項、第７２条第２項、第９８条第５項、第１

０１条第２項、第１３９条第２項（第１４０条の７」に、「第１２７条第２項（第１２７条

の７」を「第１４０条第２項（第１４０条の７」に改め、同条第２項中「第３３条第１項」

を「第５２条第１項」に改め、同条を附則第３条の２とする。 

附則第４条の３第１項中「第３３条第１項」を「第５２条第１項」に、「第３３条の」を

「第５２条の」に改め、同条を附則第４条とし、附則第４条の３の２を附則第４条の２と

する。 

附則第１７条の５から第２７条までを削る。 

附則第１７条の４の見出しを削り、同条中「第３６条の３」を「第５６条」に改め、同

条を附則第２１条とし、同条の前に見出しとして「（旧民法第３４条の法人から移行した法

人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告）」を付し、同条の次

に次の１条を加える。 

第２１条の２ 法附則第４１条第８項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を

受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第４１条第８項に規定する特定移行

一般社団法人等（以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。）に該当

することを明らかにする書類 

(２) 次に掲げる事項を記載した書類 

ア 法附則第４１条第８項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及

び地積並びにその用途 
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イ 法附則第４１条第８項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種

類、構造及び床面積並びにその用途 

ウ 法附則第４１条第８項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び

数量並びにその用途 

(３) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第２条第１項の博物館（次

号及び第５号において「博物館」という。）を設置した年月日を記載した書類 

(４) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供

し始めた時期を記載した書類 

(５) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置する

ものの所有に属しないものである場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該

固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類 

附則第１７条の３の３第１項中「第２６条及び第２６条の４」を「第３３条及び第３４

条の３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同条第２項第１号中「第２６条

の３」を「第３４条の２」に、「附則第１７条の３の３第１項」を「附則第２０条の３第１

項」に改め、同項第２号中「第２６条の７から２６条の９まで、第２６条の１０第１項並

びに附則第６条第１項、第６条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を「第３４条の６

から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項

及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１

７条の３の３第１項」を「附則第２０条の３第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第２

６条の９、第２６条の１０第１項並びに附則第６条第１項、第６条の３第１項及び第６条

の３の２第１項」を「第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８第

１項後段」を「第３４条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３５

条」に、「附則第１７条の３の３第１項」を「附則第２０条の３第１項」に改め、同項第４

号中「附則第４条の４」を「附則第５条」に、「附則第１７条の３の３第１項」を「附則第

２０条の３第１項」に改め、同条第３項中「第２６条第３項」を「第３３条第３項」に、

「第２６条の４」を「第３４条の３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同

条第４項ただし書中「同項」を「同項後段」に改め、同項第１号中「第２８条の２第１項」

を「第３６条の２第１項」に改め、同項第２号中「第２８条の３第１項」を「第３６条の

３第１項」に改め、同条第５項第１号中「第２６条の３」を「第３４条の２」に、「附則第
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１７条の３の３第３項後段」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、同項第２号中「第

２６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項並びに附則第６条第１項、第６

条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を「第３４条の６から第３４条の８まで、第３

４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１７条の３の３第３項後段」を

「附則第２０条の３第３項後段」に、「第２６条の８第１項前段、第２６条の９、第２６条

の１０第１項並びに附則第６条第１項、第６条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を

「第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８第１項後段」を「第３４

条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３５条」に、「附則第１７条

の３の３第３項後段」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、同項第４号中「附則第

４条の４」を「附則第５条」に、「附則第１７条の３の３第３項後段」を「附則第２０条の

３第３項後段」に改め、同条第６項中「第２６条の１０」を「第３４条の９」に、「附則第

１７条の３の３第３項前段」を「附則第２０条の３第３項前段」に、「第２６条第６項」を

「第３３条第６項」に改め、同条を附則第２０条の３とする。 

附則第１７条の３の２第１項中「第２６条及び第２６条の４」を「第３３条及び第３４

条の３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同条第２項第１号中「第２６条

の３」を「第３４条の２」に、「附則第１７条の３の２第１項」を「附則第２０条の２第１

項」に改め、同項第２号中「第２６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項

並びに附則第６条第１項、第６条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を「第３４条の

６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１

項及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第

１７条の３の２第１項」を「附則第２０条の２第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第

２６条の９、第２６条の１０第１項並びに附則第６条第１項、第６条の３第１項及び第６

条の３の２第１項」を「第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並

びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８

第１項後段」を「第３４条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３

５条」に、「附則第１７条の３の２第１項」を「附則第２０条の２第１項」に改め、同項第

４号中「附則第４条の４」を「附則第５条」に、「附則第１７条の３の２第１項」を「附則

第２０条の２第１項」に改め、同条第３項中「第２６条第３項」を「第３３条第３項」に、
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「第２６条の４」を「第３４条の３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同

条第４項中「特例摘要配当等申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、同項ただし書

中「同項」を「同項後段」に改め、同項第１号中「第２８条の２第１項」を「第３６条の

２第１項」に改め、同項第２号中「第２８条の３第１項」を「第３６条の３第１項」に改

め、同条第５項第１号中「第２６条の３」を「第３４条の２」に、「附則第１７条の３の２

第３項後段」を「附則第２０条の２第３項後段」に改め、同項第２号中「第２６条の７か

ら第２６条の９まで、第２６条の１０第１項並びに附則第６条第１項、第６条の３第１項

及び第６条の３の２第１項」を「第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条

の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１７条の３の２第３項後段」を「附則第２０条

の２第３項後段」に、「第２６条の８第１項前段、第２６条の９、第２６条の１０第１項並

びに附則第６条第１項、第６条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を「第３４条の７

第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第

１項及び第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８第１項後段」を「第３４条の７第１項

後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３５条」に、「附則第１７条の３の２第３

項後段」を「附則第２０条の２第３項後段」に改め、同項第４号中「附則第４条の４」を

「附則第５条」に、「附則第１７条の３の２第３項後段」を「附則第２０条の２第３項後段」

に改め、同条を附則第２０条の２とする。 

附則第１７条の３第１項中「第２６条及び第２６条の４」を「第３３条及び第３４条の

３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同条第２項第１号中「第２６条の３」

を「第３４条の２」に、「附則第１７条の３第１項」を「附則第２０条第１項」に改め、同

項第２号中「第２６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項、附則第６条第

１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３４条の６から第３

４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１７条

の３第１項」を「附則第２０条第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第２６条の９、第

２６条の１０第１項、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２

第１項」を「第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８第１項

後段」を「第３４条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３５条」
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に、「附則第１７条の３第１項」を「附則第２０条第１項」に改め、同項第４号中「附則第

４条の４」を「附則第５条」に、「附則第１７条の３第１項」を「附則第２０条第１項」に

改め、同条を附則第２０条とする。 

附則第１７条の２の２第１項中「第２６条第１項」を「第３３条第１項」に、「第２６条

の４」を「第３４条の３」に、「第２６条第６項」を「第３３条第６項」に、「第２６条の

３」を「第３４条の２」に改め、同条第２項中「附則第１７条の２第１項」を「附則第１

９条第１項」に、「附則第１７条の２の２第１項」を「附則第１９条の２第１項」に改め、

同条を附則第１９条の２とする。 

附則第１７条の２第１項中「第２６条第１項」を「第３３条第１項」に、「第２６条の４」

を「第３４条の３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同条第２項第１号中

「第２６条の３」を「第３４条の２」に、「附則第１７条の２第１項」を「附則第１９条第

１項」に改め、同項第２号中「第２６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１

項、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３

４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の

３第１項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、

「附則第１７条の２第１項」を「附則第１９条第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第

２６条の９、第２６条の１０第１項、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則

第６条の３の２第１項」を「第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２

６条の８第１項後段」を「第３４条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」

を「第３５条」に、「附則第１７条の２第１項」を「附則第１９条第１項」に改め、同項第

４号中「附則第４条の３」を「附則第５条」に、「附則第１７条の２第１項」を「附則第１

９条第１項」に改め、同条を附則第１９条とする。 

附則第１７条第１項中「第２６条及び第２６条の４」を「、第３３条及び第３４条の３」

に改め、同条第２項中「その他」を「その他の」に、「附則第１６条第１項」を「附則第１

７条第１項」に、「をいう」を「とする」に改め、同条第５項第１号中「第２６条の３」を

「第３４条の２」に、「附則第１７条第１項」を「附則第１８条第１項」に改め、同項第２

号中「第２６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項、附則第６条第１項、

附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３４条の６から第３４条の

８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条
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の３の２第１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１７条第１項」

を「附則第１８条第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第２６条の９、第２６条の１０

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第

３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「第

２６条の８第１項後段」を「第３４条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」

を「第３５条」に、「附則第１７条第１項」を「附則第１８条第１項」に改め、同項第４号

中「附則第４条の４」を「附則第５条」に、「附則第１７条第１項」を「附則第１８条第１

項」に改め、同条を附則第１８条とする。 

附則第１６条の３第１項中「附則第１６条第１項」を「附則第１７条第１項」に、「対し

て」を「対し」に改め、同条第２項中「第２８条の２第１項」を「第３６条の２第１項」

に、「第２８条の３第１項」を「第３６条の３第１項」に改め、同条を附則第１７条の３と

する。 

附則第１６条の２第２項中「譲渡が、」を「譲渡が」に、「譲渡で」を「譲渡では」に改

め、同条を附則第１７条の２とする。 

附則第１６条第１項中「第２６条及び第２６条の４」を「第３３条及び第３４条の３」

に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同条第２項中「その他」を「その他の」

に、「附則第１７条第１項」を「附則第１８条第１項」に、「をいう」を「とする」に改め、

同条第３項第１号中「第２６条の３」を「第３４条の２」に、「あるのは」を「あるのは、」

に、「附則第１６条第１項」を「附則第１７条第１項」に改め、同項第２号中「第２６条の

７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項、附則第６条第１項、附則第６条の３第

１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」

に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１６条第１項」を「附則第１７

条第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第２６条の９、第２６条の１０第１項、附則第

６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３４条の７第

１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８第１項後段」を「第３４条の７第１

項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３５条」に、「附則第１６条第１項」を

「附則第１７条第１項」に改め、同項第４号中「附則第４条の３」を「附則第５条」に、
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「附則第１６条第１項」を「附則第１７条第１項」に改め、同条を附則第１７条とする。 

附則第１５条の４第１項中「納税義務者は」を「納税義務者が」に、「当分」を「、当分」

に、「第２６条、及び第２６条の４」を「第３３条及び第３４条の３」に改め、同項第１号

中「第２６条の３」を「第３４条の２」に改め、同項第２号中「から」を「から、」に改め、

同条第２項中「適用しない」を「、適用しない」に改め、同条第３項第１号中「第２６条

の３」を「第３４条の２」に、「附則第１５条の４第１項」を「附則第１６条の４第１項」

に改め、同項第２号中「第２６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項、附

則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３４条の

６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附

則第１５条の４第１項」を「附則第１６条の４第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第

２６条の９、第２６条の１０第１項、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則

第６条の３の２第１項」を「第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２

６条の８第１項後段中」を「第３４条の７第１項後段中」に改め、同項第３号中「第２７

条」を「第３５条」に、「附則第１５条の４第１項」を「附則第１６条の４第１項」に改め、

同項第４号中「附則第４条の３」を「附則第５条」に、「附則第１５条の４第１項」を「附

則第１６条の４第１項」に改め、同条を附則第１６条の４とする。 

附則第１５条の３第１項中「第２６条第１項」を「第３３条第１項」に、「第２６条の４」

を「第３４条の３」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」に、「附則第６条第１項」を

「附則第７条第１項」に改め、同条第２項中「第２６条第４項に」を「第３３条第４項に」

に、「第２６条の４」を「第３４条の３」に改め、同項第１号中「第２６条第４項ただし書」

を「第３３条第４項ただし書」に改め、同項第２号中「第２６条第４項第１号」を「第３

３条第４項第１号」に改め、同条第３項第１号中「第２６条の３」を「第３４条の２」に、

「附則第１５条の３第１項」を「附則第１６条の３第１項」に改め、同項第２号中「第２

６条の７から第２６条の９まで、第２６条の１０第１項、附則第６条第１項、附則第６条

の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第３４条の６から第３４条の８まで、第

３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第

１項」に、「第２６条の７中」を「第３４条の６中」に、「附則第１５条の３第１項」を「附

則第１６条の３第１項」に、「第２６条の８第１項前段、第２６条の９、第２６条の１０第
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１項、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「第

３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」に、「第２６条の８第１項後段」を「第３

４条の７第１項後段」に改め、同項第３号中「第２７条」を「第３５条」に、「附則第１５

条の３第１項」を「附則第１６条の３第１項」に改め、同項第４号中「附則第４条の４」

を「附則第５条」に、「附則第１５条の３第１項」を「附則第１６条の３第１項」に改め、

同条を附則第１６条の３とする。 

附則第１５条の２第２項中「第６７条第２項」を「第８３条第２項」に、「第６９条及び

第７０条」を「第８７条及び第８８条」に改め、同条を附則第１６条の２とし、同条の次

に次の１条を加える。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の特例） 

第１６条の２の２ 山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町及び蛭川村の編

入の日前に山口村税条例（昭和４７年山口村条例第２１号）、坂下町税条例（昭和３８年

坂下町条例第５号）、川上村税条例（昭和４１年川上村条例第１０号）、加子母村税条例

（昭和４４年加子母村条例第１１号）、付知町税条例（昭和４５年付知町条例第１０号）、

福岡町税条例（昭和３８年福岡町条例第７号）又は蛭川村税条例（昭和４５年蛭川村条

例第１２号）の規定により既に交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識は、第９１条第１項から第３項までの規定により交付を受けたものとみなす。 

附則第１５条第１項中「第６６条」を「第８２条」に改め、同項の表を次のように改め

る。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

附則第１５条第２項中「第６６条」を「第８２条」に改め、同項の表を次のように改め

る。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円 
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１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附則第１５条第３項中「第６６条」を「第８２条」に改め、同項の表を次のように改め

る。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

附則第１５条第４項中「第６６条」を「第８２条」に改め、同項の表を次のように改め

る。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

附則第１５条第５項から第８項までの規定中「第６６条」を「第８２条」に改め、同条

を附則第１６条とする。 

附則第１４条の６中「第６５条の５」を「第８１条の４」に改め、同条を附則第１５条

の６とし、附則第１４条の５を附則第１５条の５とする。 

附則第１４条の４中「第６５条の７」を「第８１条の６」に改め、同条を附則第１５条

の４とする。 

附則第１４条の３中「第６５条の９」を「第８１条の８」に改め、同条を附則第１５条

の３とする。 

附則第１４条の２の２第３項中「附則第１４条の４」を「附則第１５条の４」に、「第６

５条の７第１項」を「第８１条の６第１項」に改め、同条を附則第１５条の２の２とする。 

附則第１４条の２中「附則第１４条の６第３項」を「附則第１５条の６第３項」に、「第

６４条第１項」を「第８０条第１項」に改め、同条を附則第１５条の２とする。 
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附則第１４条第１項中「附則第１１条第１項」を「附則第１２条第１項」に、「附則第１

０条第２号」を「附則第１１条第２号」に、「第１２４条第１号及び第１２７条の５」を「第

１３７条第１号及び第１４０条の５」に、「あるのは」を「あるのは、」に改め、同条第２

項中「第１２４条第２号」を「第１３７条第２号」に改め、同条第３項中「第１２１条第

１項」を「第１３４条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 法附則第３１条の３第３項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税に

ついては、第１３７条第１号（第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）

中「控除した額」とあるのは、「控除した額の３分の１に相当する額」とする。 

附則第１４条を附則第１５条とする。 

附則第１３条の２第１項及び第２項中「第１１８条から第１２７条まで」を「第１３１

条から第１４０条まで」に改め、同条第３項中「第１２７条の２に」を「第１４０条の２

に」に、「本項」を「この項」に、「第１２７条の２から第１２７条の７まで」を「第１４

０条の２から第１４０条の７まで」に改め、同条を附則第１４条の２とする。 

附則第１３条中「附則第１１条又は第１２条」を「附則第１２条又は前条」に、「第４２

条」を「第６３条」に、「、農地」を「又は農地」に、「これら」を「、これら」に改め、

同条を附則第１４条とする。 

附則第１２条の２を削る。 

附則第１２条中「当該農地に係る当該年度の」を「、当該農地に係る当該年度分の」に、

「同表右欄」を「同表の右欄」に改め、同条の表を次のように改める。 

負担水準の区分 負担調整率 

０．９以上のもの １．０２５ 

０．８以上０．９未満のもの １．０５ 

０．７以上０．８未満のもの １．０７５ 

０．７未満のもの １．１ 

附則第１２条を附則第１３条とする。 

附則第１１条の３の見出し中「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和３年度か

ら令和５年度まで」に改め、同条中「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律

第３号）附則第２２条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附

則第１４条第１項」に、「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め、同条を附則第１２条の２とする。 
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附則第１１条の２を削る。 

附則第１１条第４項中「（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）」を削り、同条第

５項中「（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）」を削り、同条を附則第１２条とす

る。 

附則第１０条の３の前の見出し並びに同条及び第１０条の４を削る。 

附則第１０条の２中「第４０条の２」を「第６１条」に改め、同条を附則第１１条の２

とする。 

附則第１０条中「附則第１３条」を「附則第１４条」に改め、同条第６号中「附則第１

２条」を「附則第１３条」に改め、同条を附則第１１条とする。 

附則第９条の３第４項中「規定の登録」を「登録」に改め、同条を附則第１０条の３と

する。 

附則第９条の２第１項から第８項までの規定中「条例」を「市町村の条例」に改め、同

条第９項中「条例」を「市町村の条例」に、「４分の３」を「、４分の３」に改め、同条第

１０項から第１５項までの規定中「条例」を「市町村の条例」に改め、同条第１６項を削

り、同条第１７項中「条例」を「市町村の条例」に改め、同項を同条第１６項とし、同条

第１８項中「条例」を「市町村の条例」に改め、同項を同条第１７項とし、同条を附則第

１０条の２とする。 

附則第９条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６３条又は第

６４条」を加え、「第４０条の２第８項」を「第６１条第８項」に、「又は第３４９条の５」

を「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５まで」に、「第３４９条の５又は附則第１

５条から第１５条の３の２まで」を「第３４９条の３の４から第３４９条の５まで又は附

則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条若しくは第６４条」に改め、同条を附則

第１０条とする。 

附則第８条の２中「第２６条の８第１項」を「第３４条の７第１項」に改め、同条を附

則第９条の２とする。 

附則第８条の前の見出しを削り、同条第１項中「第２６条の８第１項」を「第３４条の

７第１項」に、「第２８条の２第４項」を「第３６条の２第４項」に、「第２８条の３」を

「第３６条の３」に改め、同条を附則第９条とし、同条の前に見出しとして「（個人の市民

税の寄附金税額控除に係る申告の特例等）」を付する。 

附則第７条第１項中「第２８条の２第１項」を「第３６条の２第１項」に、「第２８条の
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３第１項」を「第３６条の３第１項」に改め、同条第２項中「第２８条の２第１項の規定

する」を「第３６条の２第１項の規定による」に、「第２６条から第２６条の４まで、第２

６条の７から第２６条の９まで、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項、附則第６条

の３の２第１項」を「第３３条から第３４条の３まで、第３４条の６から第３４条の８ま

で、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項、附則第７条の３の２第１項」に改め、同

条第３項中「第２６条の１０第１項」を「第３４条の９第１項」に、「附則第７条第２項」

を「附則第８条第２項」に改め、同条を附則第８条とする。 

附則第６条の４中「第２６条の８の」を「第３４条の７の」に、「第２６条の４第２項」

を「第３４条の３第２項」に、「附則第１５条の３第１項、附則第１５条の４第１項、附則

第１６条第１項、附則第１７条第１項、附則第１７条の２第１項、附則第１７条の２の２

第１項又は附則第１７条の３第１項」を「附則第１６条の３第１項、附則第１６条の４第

１項、附則第１７条第１項、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項、附則第１９条の

２第１項又は附則第２０条第１項」に、「第２６条の８第２項」を「第３４条の７第２項」

に改め、同条を附則第７条の４とする。 

附則第６条の３の２第１項中「第２６条の４及び第２６条の７」を「第３４条の３及び

第３４条の６」に改め、同条第２項中「第２６条の９」を「第３４条の８」に、「第２６条

の１０第１項」を「第３４条の９第１項」に、「附則第６条の３の２第１項」を「附則第７

条の３の２第１項」に改め、同条を附則第７条の３の２とする。 

附則第６条の３の前の見出しを削り、同条第１項中「第２６条の４及び第２６条の７」

を「第３４条の３及び第３４条の６」に改め、同条第２項中「第２６条の９」を「第３４

条の８」に、「第２６条の１０第１項」を「第３４条の９第１項」に、「附則第６条の３第

１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とし、同条の前に見出

しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付する。 

附則第６条の２を附則第７条の２とする。 

附則第６条第１項中「第２６条の４及び第２６条の７」を「第３４条の３及び第３４条

の６」に改め、同条第２項中「第２６条の９」を「第３４条の８」に、「第２６条の１０第

１項」を「第３４条の９第１項」に、「附則第６条第１項」を「附則第７条第１項」に改め、

同条を附則第７条とする。 

附則第５条中「令和４年度」を「令和９年度」に、「第２６条の３」を「第３４条の２」

に改め、同条を附則第６条とする。 
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附則第４条の４第１項中「第２６条」を「第３３条」に改め、「及び扶養親族」の次に「（年

齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加え、「第

１６条第１項」を「第２３条第１項」に、「、所得割」を「、市民税の所得割」に改め、同

条第２項中「第２６条の４及び第２６条の７」を「第３４条の３及び第３４条の６」に改

め、同条第３項中「第２６条の１０第１項」を「第３４条の９第１項」に、「附則第４条の

４第２項」を「附則第５条第２項」に改め、同条を附則第５条とする。 

附則第２８条第１項中「第３６条第６項」を「第５４条第６項」に、「にあっても、同様

とする。」を「にあっては、同日」に改め、同条第２項中「第５５条」を「第７４条」に改

め、同条第３項中「同項」を「同条第４項」に改め、同条を附則第２２条とする。 

附則第２９条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条中「第２４条第１項」を「第

３１条第１項」に改め、同条を附則第２３条とする。 

附則第３０条の見出し中「手続等」を「手続」に改め、同条を附則第２４条とする。 

附則第３１条中「前年中に」を削り、「第２６条の８」を「第３４条の７」に改め、同条

を附則第２５条とする。 

附則第３２条中「附則第６条の３の２第１項」を「附則第７条の３の２第１項」に改め、

同条を附則第２６条とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、第１７条第２項の改正規

定（「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下

この項において同じ。）」を加える部分に限る。）及び第２８条の３の３第１項の改正規定

並びに附則第４条の４第１項の改正規定（「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の

者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える部分に限る。）並

びに次条の規定は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 前条ただし書に規定する規定による改正後の中津川市税条例の規定は、令和６年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

（山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町及び蛭川村の編入に伴う中津川

市税条例の適用の特例に関する条例の廃止） 
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第３条 山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町及び蛭川村の編入に伴う中

津川市税条例の適用の特例に関する条例（平成１７年中津川市条例第６号）は、廃止す

る。 

（明知鉄道株式会社に係る中津川市固定資産税の特例に関する条例の一部改正） 

第４条 明知鉄道株式会社に係る中津川市固定資産税の特例に関する条例（昭和６１年中

津川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第４１条」を「第６２条」に改める。 

（中津川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 中津川市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年中津川市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

附則第６条中「第６６条及び附則第１５条」を「第８２条及び附則第１６条」に改め、

同条の表を次のように改める。 

第８２条第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

第８２条第２号ア

（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第８２条第２号ア

（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条第１

項 

第８２条 中津川市税条例等の一部を

改正する条例（平成２６年中

津川市条例第２２号。以下こ

の条において「平成２６年改

正条例」という。）附則第６

条の規定により読み替えて

適用される第８２条 

附則第１６条第１

項の 表第２号 ア

（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第８２条第２

号ア（イ） 
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３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条第１

項の 表第２号 ア

（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第８２条第２

号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条第１

項の 表第２号 ア

（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第８２条第２

号ア（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

（中津川市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条

例の一部改正） 

第６条 中津川市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例（平成２８年中津川市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第５条第４項第４号に規定する地方活力向上地域」を「第５条第４項第５

号イに規定する地方活力向上地域」に、「法第５条第４項第４号に規定する特定業務施設」

を「同号に規定する特定業務施設」に改める。 

第２条第１項中「第４１条の」を「第６２条の」に、「次表」を「次の表」に改め、

同項の表法第１７条の２第１項第１号に規定する移転型事業の項中「移転型事業」を「事

業」に改め、同表法第１７条の２第１項第２号に規定する移転型事業の項中「移転型事

業」を「事業」に、「第４１条」を「第６２条」に改め、同条第２項中「、当該設備」を

「当該設備」に改める。 

（中津川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 中津川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年中津川市条例第３０号）の

一部を次のように改正する。 

第５条を次のように改める。 

第５条 中津川市税条例の一部を次のように改正する。 
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第９３条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。 

第９４条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に０．２を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数

に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」を削り、第１号を削り、第２号を第１

号とし、第３号を第２号とし、同条第４項中「又は前項第１号に掲げる方法により同

号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条

第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め、同条第７項中「第３項第３号」

を「第３項第２号」に改め、同条第８項中「第３項第３号ア」を「第３項第２号ア」

に改め、同条第９項を削り、同条第１０項を同条第９項とする。 

（中津川市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 中津川市税条例の一部を改正する条例（令和２年中津川市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中中津川市税条例第１２条、第１３条、第１６条第３項、第２４条、第３２条

の７、第３２条の９第２項から第４項まで及び第３３条並びに附則第４条の２第２項及

び第４条の３の改正規定を削り、本則に次の１条を加える。 

第３条 中津川市税条例の一部を次のように改正する。 

第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条の

８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第

４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第１９項」を

「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を

「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

第２０条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第２項

の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の表第１号」

を「同号」に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条第９項から第１

６項まで」に改める。 

第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第

１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から

６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４
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号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、第

３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０

項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」

に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同

条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０

項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第

３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０

項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第

９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条

第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第

５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１

項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条

第２３項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又

は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」

を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を

「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改

め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、

同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８

第６０項」に、「同条第４２項」を「同条第６０項」に、「第１２項」を「第１１項」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中

「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１

０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、

同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１

３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項と

し、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５

１項」を「第３２１条の８第６９項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を

同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１

５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２

４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６
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項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３

項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条

第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第

４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定

する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があ

った連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又

は第１９項」を「又は第３１項」に、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の

１５の４第４項」に改める。 

第５２条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」

に改め、同条第４項から第６項までを削る。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項の規

定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、

同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算

定期間」を削る。 

附則第１条第３号中「第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）」を「第３条」に改め

る。 
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議第１００号 

 

中津川市都市計画税条例の制定について 

中津川市都市計画税条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児  

 

提 案 説 明 

中津川市税条例の規定の整理に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市都市計画税条例 

 

（課税の根拠） 

第１条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０２条第１項の

規定に基づいて、都市計画税を課する。 

２ 都市計画税の賦課徴収について、法令及び中津川市税条例（昭和２６年中津川市条例

第１１号）に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（納税義務者等） 

第２条 都市計画税は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条の規定により指

定された都市計画区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第８条第２項第１号の規定により、定められた農用地区域及び市長の定める区域のうち

山林等に係る区域を除く。）に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、

当該土地又は家屋の所有者に課する。 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

（法第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第２５項、

第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項の規定の適用を受ける土地又は家屋

にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額）をいい、前項の

「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第３４３条において所

有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。 

３ 法第３４９条の３の２第１項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の

課税標準は、第１項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となる

べき価格の３分の２の額とする。 

４ 法第３４９条の３の２第２項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の

課税標準は、第１項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標

準となるべき価格の３分の１の額とする。 

（税率） 

第３条 都市計画税の税率は、１００分の０．３とする。 

（賦課期日） 

第４条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の１月１日とする。 

（納期） 
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第５条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。 

第１期 ４月１日から同月３０日まで 

第２期 ７月１日から同月３１日まで 

第３期 １２月１日から同月２５日まで 

第４期 翌年２月１日から同月末日まで 

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、

同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が

別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収すること

ができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が、中津川市税条例第６７

条第２項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。 

（賦課徴収等） 

第６条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産

税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計

画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情が

ある場合においては、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（処分、手続等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前に中津川市税条例の一部を改正する条例（令和３年中津川市条例第

   号）による改正前の中津川市税条例の規定によってした処分、手続その他の行為

であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってしたもの

とみなす。 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

（法附則第１５条第３５項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３５項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

５ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を
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受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通

知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９

号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。

以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規

定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

(４) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(５) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

(６) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場

合には、３月以内に提出することができなかった理由 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

６ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の

３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画

税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗
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じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合

には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

７ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等調

整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にか

かわらず、当該都市計画税額とする。 

８ 附則第６項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第６項の規定

にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第６項の規定

にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の

課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超えるものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第６項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０
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分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額とする。 

（用途変更宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１１ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第１４条第１項の規

定に基づき、令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税については、法附

則第２５条の３の規定を適用しないものとする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１２ 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。

以下この項において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の

区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の都市計画

税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調整都

市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。 

負担水準の区分 負担調整率 

０．９以上のもの １．０２５ 

０．８以上０．９未満のもの １．０５ 

０．７以上０．８未満のもの １．０７５ 

０．７未満のもの １．１ 

１３ 附則第６項及び第８項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、附則第６項及び

第９項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項に、附則第７項、第９項及び第１０項の「商

業地等」とは法附則第１７条第４号に、附則第９項、第１０項及び前項の「負担水準」

とは法附則第１７条第８号ロに、同項の「農地」とは法附則第１７条第１号に、同項の

-48-



  

「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に規定するところによる。 

１４ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２

項、第２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第

４２項若しくは第４３項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適

用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは、

「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 
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議第１０１号 

 

中津川市土地開発基金条例の廃止について 

中津川市土地開発基金条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児  

 

提 案 説 明 

中津川市土地開発基金を廃止するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市土地開発基金条例を廃止する条例 

 

中津川市土地開発基金条例（昭和４５年中津川市条例第２９号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、令和４年３月１日から施行する。 
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議第１０２号 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る中津

川市固定資産税の特例に関する条例の一部改正について 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る中津川市

固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児  

 

提 案 説 明 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地

方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る中津

川市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る中津川市

固定資産税の特例に関する条例（平成３０年中津川市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「法第４条第６項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画

の同意の日（以下「同意日」という。）から起算して５年以内」を「令和５年３月３１日ま

で」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１０３号 

 

中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正について 

中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児  

 

提 案 説 明 

下野小学校、福岡小学校及び高山小学校を統合するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例（昭和３９年中津川市条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

第１条第２項の表中津川市立下野小学校の項を削り、同表中津川市立福岡小学校の項中

「中津川市福岡７３７番地」を「中津川市福岡１番地２２」に改め、同表中津川市立高山

小学校の項を削る。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第１０４号 

 

中津川市認定こども園の設置等に関する条例の一部改正について 

中津川市認定こども園の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

    中津川市長 青 山 節 児 

 

提 案 説 明 

幼保連携型認定こども園として山口こども園を設置するため、この条例を定めようとす

る。 
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中津川市認定こども園の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

中津川市認定こども園の設置等に関する条例（令和元年中津川市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

山口こども園 中津川市山口１６４７番地３６ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（中津川市幼稚園の設置等に関する条例の一部改正） 

２ 中津川市幼稚園の設置等に関する条例（昭和３９年中津川市条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

第１条第２項の表中津川市立山口幼稚園の項を削る。 
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議第１０５号 

 

中津川市国民健康保険条例の一部改正について 

中津川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児  

 

提 案 説 明 

健康保険法施行令の一部改正等に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

中津川市国民健康保険条例（昭和３４年中津川市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

第６条第１項中「４０万４千円」を「４０万８千円」に改め、同項ただし書中「１万６

千円」を「１万２千円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の出産に係る中津川市国民健康保険条例第６条の規定による出

産育児一時金の額については、なお従前の例による。 
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議第１０６号 

 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を市道路

線に認定したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

路線番号 路線名 
起     点 

終     点 

３２９８ 坂本２９８号線 

中津川市駒場字西山１６６６番２９３３地先 

中津川市千旦林字坂本１４２７番４地先 
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位 置 図   縮尺 1/15,000  （資料） 

路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡  例 

３２９８ 坂本２９８号線 ３６５０．００ ２．６０～１０．００ 
 

終点：中津川市千旦林字坂本１４２７番４地先 

起点：中津川市駒場字⻄⼭１６６６番２９３３地先 

坂本６６号線 

坂本３５号線 

坂本３４号線 

⻄⼭〜岩屋堂線 

坂本６０号線 

坂本６８号線 

中津川工業高校 

源済〜五ツ峯線 

 

旧溜池 
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議第１０７号 

 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を市道路

線に認定したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

路線番号 路線名 
起     点 

終     点 

３２９９ 坂本２９９号線 

中津川市千旦林字坂本１４４７番４地先 

中津川市千旦林字坂本１４６７番１７地先 
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位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料） 

起点：中津川市千旦林字坂本１４４７番４地先 

路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡  例 

３２９９ 坂本２９９号線 ２６８．００ ３．１０～６．３０  

終点：中津川市千旦林字坂本１４６７番１７地先 
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議第１０８号 

 

市道路線の変更について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を

変更したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

路線番号 路線名 
前後 

の別 

起     点 

終     点 

０１２３ 西山～岩屋堂線 

前 
中津川市駒場字西山１６６６番７９４地先 

中津川市千旦林字岩屋堂１６１６番１４１地先 

後 
中津川市駒場字西山１６６６番７９４地先 

中津川市千旦林字岩屋堂１６１６番１２１地先 
 

-64-



 

 
位 置 図   縮尺 1/10,000  （資料） 

変更前終点：中津川市千旦林字岩屋堂１６１６番１４１地先 

起点：中津川市駒場字⻄⼭１６６６番７９４地先 

 

変更後終点：中津川市千旦林字岩屋堂１６１６番１２１地先 

木曽川 

 

路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡  例 

０１２３ 西山～岩屋堂線 

変更前 ２８８４．５０ ６．８０～２５．１４  

変更後 ２５５９．００ ６．８０～２５．１４  
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議第１０９号 

 

市道路線の変更について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を

変更したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

路線番号 路線名 
前後 

の別 

起     点 

終     点 

１５３２ 中津５３２号線 

前 
中津川市手賀野字島崎８１番４地先 

中津川市駒場字大道上２２５番１地先 

後 
中津川市手賀野字島崎８１番４地先 

中津川市駒場字大道上２０９番２地先 
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変更前終点：中津川市駒場字大道上２２５番１地先 

 

市⽴⻄⼩学校 

 

 
位 置 図   縮尺 1/3,000  （資料） 

路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡  例 

１５３２ 中津５３２号線 

変更前 ２６０．００ １２．００～２８．００  

変更後 ４１０．００ １２．００～２８．００  

 

起点：中津川市手賀野字島崎８１番４地先 

変更後終点：中津川市駒場字大道上２０９番２地先 

中津３６１号線 
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議第１１０号 

 

市道路線の廃止について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を

廃止したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

路線番号 路線名 
起     点 

終     点 

１３７１ 中津３７１号線 

中津川市手賀野字西沼２７４番２地先 

中津川市手賀野字西沼２６９番地先 
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位 置 図   縮尺 1/1,000  （資料） 

起点：中津川市手賀野字⻄沼２７４番２地先 

路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡  例 

１３７１ 中津３７１号線 １４８．８０ １．５０～４．００  

終点：中津川市手賀野字⻄沼２６９番地先 

 

中
津

３
７

３
号

線
 手賀野公会堂 

⼩向井交差点 
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議第１１１号 

 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市デイサービスセンターひだまり苑 

中津川市千旦林１１９７番地の１０ 

指定管理者 
中津川市茄子川１６８３番地の１２４７ 

医療法人 みらい 

指定期間 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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議第１１２号 

 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市付知デイサービスセンター 

中津川市付知町５８８１番地３２ 

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 

指定期間 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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議第１１３号 

 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市蛭川福祉センター 

中津川市蛭川４８６２番地１ 

中津川市蛭川デイサービスセンター 

中津川市蛭川４８６２番地１ 

中津川市蛭川ショートステイ事業所 

中津川市蛭川４８６２番地１ 

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 

指定期間 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

-72-



議第１１４号 

 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

中津川市長 青 山 節 児 

 

 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市坂下交流促進施設 

中津川市坂下４５０番地２ 

指定管理者 
中津川市坂下４３５番地２８ 

坂下商業開発協同組合 

指定期間 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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